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13
歳
以
上
の
身
体
障
が
い
者
、
知
的

障
が
い
者
、
精
神
障
が
い
者
で
、
県

内
に
在
住
か
県
内
の
施
設
や
学
校
な

ど
に
入
所
、
通
所
、
通
学
し
て
い
る

方
な
ど

※
そ
の
ほ
か
条
件
が
あ
り
ま
す
。

派
遣
人
数　

42
人（
予
定
）　

※
選
手
選
考
会
議
で
決
定
し
ま
す
。

参
加
負
担
金　

５
千
円

申
込　

４
月
16
日
㈫
か
ら
５
月
21
日

㈫
ま
で
に
同
課 

※
特
別
支
援
学
校

や
障
が
い
者
福
祉

施
設
な
ど
を
利
用

し
て
い
る
方
は
各

所
属
先
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

募集

生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
企
画
展
示

生
涯
学
習
課
・
☎
43

１
３
１
１

内
容　

個
人
、
グ
ル
ー
プ
の
活
動
の

作
品
展
示

※
政
治
、
宗
教
、
営
利
に
関
す
る
作

品
な
ど
の
展
示
は
除
き
ま
す
。

展
示
期
間　

１
団
体
２
～
３
カ
月

申
込　

４
月
26
日
㈮
ま
で
に
応
募
用

紙
を
同
課（
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
・

相
生
町
）

※
応
募
用
紙
は
同
課
ま
た
は
各
公
民

館
に
あ
り
。

募集

指
定
ご
み
袋
管
理
製
造
等

業
務
委
託
の
入
札
参
加
業
者

ク
リ
ー
ン
推
進
課
・
☎
⑳
２
１
４
１

委
託
内
容　

指
定
ご
み
袋
の
保
管
管

理
、
製
造
、
受
注
、
配
送
な
ど
の
一

連
の
業
務

対
象　

市
内
に
本
店
や
営
業
所
な
ど

が
あ
る
事
業
者

申
込　

４
月
８
日
㈪
ま
で
に
入
札
参

加
申
込
書
を
同
課（
本
庁
舎
２
階
）

※
申
込
書
や
仕
様
書
は
、
４
月
１
日

㈪
か
ら
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
入
手
可
。

募集

全
国
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
大
会

派

遣

選

手

障
が
い
福
祉
課
・
☎
⑳
２
１
６
９

派
遣
期
間　

10
月
11
日
㈮
～
15
日
㈫

※
大
会
は
10
月
12
日
㈯
～
14
日
㈪
。

開
催
地　

茨
城
県

募
集
競
技

▽
陸
上
競
技
、
水
泳
、
フ
ラ
イ
ン
グ

　

デ
ィ
ス
ク
＝
身
体
・
知
的

▽
卓
球
＝
身
体
・
知
的
・
精
神

▽
ア
ー
チ
ェ
リ
ー
、
サ
ウ
ン
ド
テ
ー

　

ブ
ル
テ
ニ
ス
＝
身
体

▽
ボ
ウ
リ
ン
グ
＝
知
的

応
募
資
格　

31
年
４
月
１
日
現
在
で

利用条件　①市内に工場（店舗）または事業所を持ち、
　市内で同一事業を継続して１年以上営んでいるこ
　と（独立開業資金、新産業創出資金を除く）②市税
　の滞納がないこと③信用保証協会が定める業種を
　営む中小企業者であること　など

中小企業者向け市融資制度
商業振興課・☎⑳２１５９

独立開業資金の条件が緩和
『開業する業種と同一業種に通算３年
以上の勤務経験』を融資条件から撤廃。
・貸付限度額５００万円（運転・設備）
・貸付期間５年以内
・利率１．６％（女性の場合は１．４％）
※開業前、開業後１年以内の方が利用可。

『特別短期資金』を創設
小規模事業者（常時使用する従業員が２０人以下、商
業・サービス業は５人以下の事業者）を対象に、保
証料・支払利子が全額補助。
・貸付限度額２００万円（運転資金のみ）
・貸付期間１年以内
・利率１．４％（支払利子全額補助）
※支払利子の全額補助は初回利用時に限る。

申込　市内の取扱金融機関に直接申し込み
※詳しい条件や内容などは、同課または市
ホームページでご確認ください。

１年間
限 定

保証料の補助率が変更
全額補助⇒３分の２補助
※小規模事業資金、独立開業資金、特別短期
資金を除く。
※経営安定化借換資金は２分の１補助。

廃止します
・中小小売商業近代化資金（中央商店街活性化資金）
・両毛広域設備資金
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Pick Up!

お
知
ら
せ

税

福 　

 

祉

募 　

 

集

子  

育  

て

健 　

 

康

働 　

 

く

講
座
・
教
室

イ
ベ
ン
ト

施 　

 

設

相 　

 

談

17

障がい福祉課
☎⑳２１３４

障害福祉サービス

日常生活用具の給付

補 装 具 費 の 支 給
（購 入・貸 与・修 理）

※市民税非課税の障がい者、障がい児の保護者はサービス
　により負担軽減があります。
※難病患者の方もサービスを利用することができます。
※介護保険の対象者は介護保険のサービス（介護や福祉用具
　の貸与）が優先されます。

ホームヘルパーの派遣、短期入所、
就労移行支援など

※サービス内容によっては障害支援区分の認定が必要です。

外出の付き添いなど障 害 者 移 動 支 援

日中に短時間のお預かり日 中 一 時 支 援

事業者が浴槽を持って自宅へ訪問訪 問 入 浴

自宅生活が困難な方に居室を提供福 祉 ホ ー ム

自動車改造費用の助成など社 会 参 加 促 進

日常生活に必要な生活用具の給付
（ストーマ装具、紙おむつを含む）

身体の機能障がいを補うために必
要な補装具費の支給

※日常生活用具、補装具は種目により障がい名、等級、年齢な
　どによる対象要件があります。事前に必ずご相談ください。

障がい児者全般
足利市障がい者基幹相談支援センター

（足利市総合福祉センター内・東砂原後町）

☎㊹０３０７

地域活動支援センター・あしかが
（青木病院内・本城一丁目）☎㊶２６４３

地域活動支援センター・ハートランド
（前沢病院内・福居町）☎ 70０８１１

両毛圏域障害者就業・生活支援センター
（安足健康福祉センター内・真砂町）☎㊹２２６８

＊仕事や人間関係などに関する相談や
　助言
＊医療・保健・福祉などの専門機関と
　の連携や紹介など
＊就業に関する相談や
　助言、職業準備訓練
　のあっせんなど　

相　談　内　容

特 別 障 害 者 手 当
２０歳以上で常に特別な介護を必
要とする在宅の重度心身障がい者

有料道路通行料金の割引
障がい者本人が運転か、障がい者
を乗せて介護者が運転する場合

障 害 児 福 祉 手 当
２０歳未満で常に介護を必要とす
る在宅の重度心身障がい児

特別児童扶養手当
２０歳未満の心身障がい児を養育
している方
※内部疾患・精神障がいの方も該当
　する場合があります。

Ｎ ＨＫ 受 信 料 の 免 除
半額免除＝視覚、聴覚または重度
の心身障がい者が契約者で世帯主
の場合
全額免除＝身体障害者手帳、療育
手帳、精神障害者保健福祉手帳を
お持ちの方がいる世帯で、世帯全
員が市民税非課税の場合

意 思 疎 通 支 援
聴覚障がい者のために手話
通訳者や要約筆記者を派遣

点訳・音訳あしかがみ

※障がい福祉課窓口にもあ
　ります。

視覚障がい者のために点訳
版・音訳版の広報紙を郵送

上記の申請は障がい福祉課（本庁舎１階・窓口２３番）

上記の申請は右記相談窓口

上記の申請は障がい福祉課（本庁舎１階・窓口２３番）

社会福祉協議会
ＦＡＸ 44０５２９

視覚障害者福祉ホーム
☎ 41２２００

サービスの内容によっては障害者手帳（身体障害者・療育・精神障害者保健福祉）の交付を受ける必要があります。

精 神 障 が い 者

就 業 相 談

毎週月曜日の午前９時３０分～正午は、
障がい福祉課（本庁舎１階・窓口２３番）
でも相談を行っています。




